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厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長   

 

 

平成 30 年北海道胆振東部地震に係る企業型年金における 

事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付期限日について 

 

 

先般、「北海道の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の納付の特

例」（平成 30 年厚生労働省告示第 363 号）が公布され、平成 30 年北海道胆振東部地震に

係る確定拠出年金法施行規則（平成 13 年厚生労働省令第 175 号）第 16 条の２第１項又は

第３項の規定に基づく厚生労働大臣が定める場合がそれぞれ指定されたところですが、今

般「北海道の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金に関する納付の期

限を指定する件」（平成 30 年厚生労働省告示第 412 号）（別添参照）が公布され、同条第

２項及び第４項の規定に基づく、厚生労働大臣が定める納付期限日が指定されたので、貴

管内企業型年金を実施する事業主への周知方よろしくお願いします。 
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